東伊豆町商工会空き店舗対策実施要領（抜粋）
　
対象者　　
1．町内に在住及び事業所を有する個人または法人
2．商店街振興対策に資する団体

助成額及び助成期間　　
1．賃借料　　
　助成額は2分の1以内で15万円、助成期間は1年のうち3ヵ月とし、2ヵ年を限度とする。ただし、年間を通じて営業する者の助成額は30万円、助成期間は1年のうち6ヵ月を限度とする。なお、いずれの額において1千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てる。

2．改装費等
　工事金額等の2分の1以内で15万円を限度とし、初年度のみ助成し、継続して助成しない。ただし、本会が空き店舗対策を行う場合はこの限りではない。なお、助成については同一対象者につき1回限りとする。

提出書類等

当初1．助成金交付申請書（様式1）
2．収支予算書（様式2）
3．見積書

4．賃貸借契約書

事業完了後
　　　 1．事業完了届（実績書）（様式3）
　     2．収支決算書（様式4）
　     3．領収書

　     4．請求書（様式5）
必要に応じて空き店舗対策の実施場所の写真等
